
品 名 汚染土壌 Ⅲ－ ６ 

概 要

◇ 汚染土壌とは、土壌汚染対策法に基づく調査で「特定有害物質」（26物質）について、溶出量基準
又は含有量基準を超過している土壌の他に、自治体の条例に基づく調査や残土処分の際に実施し
た土壌分析で基準値を超過した土壌（基準超過土や廃棄物混じり土）、ダイオキシン類などを含有
する土壌をいう。

◇ 土壌汚染対策法や自治体条例上、調査義務のある土壌でなくとも、汚染されているケースも多く、
これらを不用意に場外搬出することは汚染を拡大することになるので、十分な注意が必要である。 

◇ 土壌汚染対策法に基づく調査で基準値超過が判明した土地は、要措置区域等（要措置区域又は形
質変更時要届出区域）に指定され、これら区域から汚染土壌を搬出する場合、法的に搬出先が限
定され、さらに管理票による管理が義務付けられているので、特に留意する。

適 用 法 令 等

◇ 土壌汚染対策法

・土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン（改訂第 3版）（2019年 3月）

・汚染土壌の運搬に関するガイドライン（改訂第 4版）（2019年 3月）

◇ 水質汚濁防止法

◇ 自治体条例（土壌汚染調査、残土条例等）

処 理 方 法

１．施工時の対応 

◇ 解体工事の場合、有害物質を使用していた特定施設（水質汚濁防止法／下水道法に定める）の廃
止行為がないか、発注者に確認する。当該行為がある場合、土壌汚染対策法に基づく土壌調査・
結果報告が土地所有者に義務付けられている。

◇ 有害物質使用特定施設の設置遍歴のある土地は 900㎡以上、それ以外の土地は、3,000 ㎡以上の掘
削・盛土・切土工事（土地の形質変更）を行う場合、形質の変更に着手する 30日前までに「一定
規模以上の土地の形質の変更届出書」を提出する必要がある。工場、研究所の跡地等、汚染のお
それがあると都道府県知事等が判断した場合は、届出者（一般的には発注者）は土壌調査を実施
し、土壌汚染状況調査結果報告書を提出しなければならない。

◇ 自然由来の重金属などによる汚染もあるので、周辺土地の状況等について情報収集し、 必要に
応じて土壌調査を実施する。

◇ 条例等により、土壌汚染対策法の有害物質以外の物質が対象となっている場合がある。また残土
処分にあたって土壌分析が義務付けられていることがある。工事を行う場所や残土処分先の条例、
指導要綱等を事前に調査しておく必要がある。

◇ 掘削着手後でも土壌に異常（色・匂いなど）がある場合は、工事を中断し、土壌調査を実施する。 
２．運搬・処分に伴う注意 

◇ 要措置区域等内の土壌を、これら区域外へ搬出しようとする者は、搬出に着手する 14日前までに、
都道府県知事等に届け出る必要がある。

◇ 汚染土壌の運搬は「汚染土壌の運搬に関する基準（運搬基準）」に従い行う。（許可不要）

◇ 汚染土壌が運搬途上で飛散しないよう、汚染状態、性状等を考慮して、シート掛けやフレコンバ
ッグ・ドラム缶詰めなどを行う。なお、運搬車両の荷台は有害物質が浸透・流出しない構造とす
る。

◇ 運搬車両のタイヤに付着した汚染土壌を場外に搬出しないよう、搬出前にタイヤ洗浄を行う。

◇ 要措置区域等から汚染土壌を搬出する場合、当該汚染土壌の処理を都道府県知事の許可を受けた

汚染土壌処理業者に委託しなければならない。また、汚染土壌を要措置区域等外へ搬出する者が

管理票を交付することが義務付けられている。

◇ 要措置区域等以外から搬出する汚染土壌（基準超過土等）についても、関係法令（廃棄物処理法
等）を順守するとともに、上記の運搬基準に準拠し、許可を受けた汚染土壌処理業者に委託し、
管理票を交付することが望ましい。

－52－



３．処分方法 

◇ 要措置区域等の汚染土壌は、汚染土壌処理業の許可を受けた施設でしか処理できない。汚染土壌
浄化施設の種類としては以下のものがある。（許可施設の一覧は環境省ＨＰに掲載）

施設名 解説 

①浄化等処理施設
汚染土壌の浄化（熱分解、加熱・揮発、洗浄、化学分解）、溶融、

不溶化を行うための施設 

②分別等処理施設
汚染土壌から岩石、ｺﾝｸﾘｰﾄくず、その他の異物除去、または汚染

土壌の含水率を調整するための施設 

③埋立処理施設 汚染土壌の埋立を行うための施設（第二溶出量基準以下） 

④セメント製造施設 汚染土壌を原料として利用し、セメントを製造するための施設 

⑤自然由来等土壌
利用施設

自然由来等土壌を土木構造物の盛土等の材料として利用するため

の施設、自然由来等土壌を公有水面の埋立てを行うための施設 

※受け入れできる特定有害物質の項目や濃度については各施設によって異なる。

４．概算処理費 

◇ 汚染物質・汚染レベル・土量等により異なる。

５．行政の対応窓口 

◇ 環境省水・大気環境局土壌環境課

◇ 都道府県(政令市等を含む) 環境担当部署

◇ 汚染土壌関連の条例を制定している自治体の情報（環境省ＨＰに掲載）

６．処理業者・問合せ先 

◇ （一社）土壌環境センター   http://www.gepc.or.jp/ 

◇ 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関一覧（環境省ＨＰ）

◇ 土壌汚染対策法に基づく汚染土壌処理業者一覧（環境省ＨＰ）

７．その他 

◇ 土壌汚染対策法の基準値（2020 年 3 月時点）

分 類 特定有害物質の種類 

指定基準および地下水基準 措置の選択の指標 

地下水基準 

（mg/L） 

土壌溶出量基準 

（mg/L） 

土壌含有基準 

（mg/kg） 

第 2 溶出量基準 

（mg/L） 

第 1 種特定 

有害物質 

（揮発性有機化合物） 

ク ロ ロ エ チ レ ン 0.002 以下 0.002 以下 ― 0.02 以下 

四 塩 化 炭 素 0.002 以下 0.002 以下 ― 0.02 以下 

1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン 0.004 以下 0.004 以下 ― 0.04 以下 

1 , 1 - ジクロロ エチレ ン 0.1 以下 0.1 以下 ― 1 以下 

1 , 2 - ジクロロ エチレ ン 0.04 以下 0.04 以下 ― 0.4 以下 

1 , 3 - ジクロロプロペン 0.002 以下 0.002 以下 ― 0.02 以下 

ジ ク ロ ロ メ タ ン 0.02 以下 0.02 以下 ― 0.2 以下 

テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.01 以下 0.01 以下 ― 0.1 以下 

1 , 1 , 1 -トリクロロエタン 1 以下 1 以下 ― 3 以下 

1 , 1 , 2 -トリクロロエタン 0.006 以下 0.006 以下 ― 0.06 以下 

ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.03 以下 0.03 以下 ― 0.3 以下 

ベ ン ゼ ン 0.01 以下 0.01 以下 ― 0.1 以下 

第 2 種特定 

有害物質 

（重金属等） 

カドミウム及びその化合物 0.01 以下 0.01 以下 150 以下 0.3 以下 

六 価 ク ロ ム 化 合 物 0.05 以下 0.05 以下 250 以下 1.5 以下 

シ ア ン 化 合 物 不検出 不検出 遊離シアン：50 以下 1 以下 

水 銀 及 び そ の 化 合 物 
水銀：0.0005 以下 水銀：0.0005 以下 

15 以下
水銀：0.005 以下 

アルキル水銀不検出 アルキル水銀不検出 アルキル水銀不検出

セレン及びその化合物 0.01 以下 0.01 以下 150 以下 0.3 以下 

鉛 及 び そ の 化 合 物 0.01 以下 0.01 以下 150 以下 0.3 以下 

砒 素 及 び そ の 化 合 物 0.01 以下 0.01 以下 150 以下 0.3 以下 

ふっ素及びその化合物 0.8 以下 0.8 以下 4000 以下 24 以下 

ほう素及びその化合物 1 以下 1 以下 4000 以下 30 以下 

第 3 種特定 

有害物質 

（農薬・PCB） 

シ マ ジ ン 0.003 以下 0.003 以下 ― 0.03 以下 

チ オ ベ ン カ ル ブ 0.02 以下 0.02 以下 ― 0.2 以下 

チ ウ ラ ム 0.006 以下 0.006 以下 ― 0.06 以下 

ポリ塩化ビフェニル（PCB） 不検出 不検出 ― 0.003 以下 

有 機 り ん 化 合 物 不検出 不検出 ― 1 以下 
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◇ 汚染土管理票 ＜様式第十九＞

管理票の例（「搬出汚染土壌の管理票のしくみ」環境省・日本環境協会より引用） 

◇ 汚染土管理票の流れ

◇ 参考資料

・「建設工事で遭遇する地盤汚染対応マニュアル[改訂版]」（2012年 4月）

・「建設工事で遭遇するダイオキシン類汚染土壌対策マニュアル」（2005 年 12月）

・「汚染土壌の取り扱いについて」パンフレット（2020年改訂）日建連

備

考
・油混じり土については、「Ⅲ－５ 油混じり土」を参照のこと。 

－54－


